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議案第３１号 

令和６年度教育委員会当初予算編成方針について 

 令和６年度教育委員会当初予算編成方針について，次のように決定する。 

  令和５年１０月２４日提出 

 
                          宇都宮市教育委員会    

                        教育長 小堀 茂雄   
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（提案の理由） 

本市の「令和６年度当初予算編成方針」に基づき，「令和６年度教育委員会当

初予算編成方針」を決定するものです。 
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令和６年度 教育委員会当初予算編成方針について（案） 

 
１ 基本的な考え方 
 本市の令和６年度予算は，コロナ禍の影響を乗り越え，経済社会が成長・発展に

向かう中において，「中期財政計画」を踏まえた健全な財政運営を基本に，人口減

少・人口構造の変化や急速な物価高騰に対応しながら，「第６次宇都宮市総合計画

改定基本計画」で掲げる，子どもから高齢者まで，誰もが豊かで便利に安心して暮

らすことができ，夢や希望がかなう「スーパースマートシティ」の具現化に向けて

編成するものとする。 

 教育委員会においては，「宮っこ未来ビジョン」に掲げる「心豊かでたくましく

生きる人」づくりを総合的に推進できるよう，多様化・複雑化する児童生徒の諸問

題や教員の働き方改革，教育施設の老朽化対策などに迅速かつ的確に取り組んでい

く必要があるため，予算編成にあたっては，政策効果の高い施策・事業への財源配

分が図れるよう，既存の施策・事業の見直しや，直近の決算・執行実績に基づく事

業費の精査を徹底し，その上で緊急性や重要性を見極めながら，経費の確保に取り

組むこととする。 

 

２ 取組方針 
(1)  施策・事業の優先化・重点化 

  ・ 学校教育については，個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させる

ため，コロナ禍で制約を受けた様々な学習機会の回復を図るとともに，部活動

の地域移行を推進し，教員の働き方改革を図りながらも，生徒のスポーツ・芸

術に親しむ機会の確保に努める。 

  ・ 喫緊の課題である不登校対策においては，新たな不登校を生まないよう，未

然防止に重点を置き，安心して過ごせる学校づくりを推進するため，児童生徒

一人一人の状況に応じた支援の充実に取り組む。 

  ・ 本市のまちづくりの担い手となる若者を育成・確保するため，人づくりの推

進や少子化対策を踏まえた教育事業に取り組む。 

  ・ 学校施設の老朽化や機能向上への対応として，長寿命化やトイレの洋式化な

どを推進し，「安全で快適な学校施設整備」に取り組む。 

  ・ 社会教育においては，市民の主体的な学習活動の支援や，家庭・地域の教育

力向上の取組を通して，地域社会を支える人づくりを推進するとともに，放課

後の児童の安全安心な居場所を確保し，学習やスポーツ，文化活動，交流活動

などを通じて心豊かに育まれる環境づくりに取り組む。 

   

(2)  財源確保の徹底 

  ・ 国や県の情報収集に努めるとともに，現行制度や新たな補助制度を十分に研

究・活用し，国・県支出金を最大限活用するなど財源の確保に努める。 

  ・ 育英事業において，民間委託等の積極的な活用など，収納対策の強化を図る

ことにより，新たな滞納者の発生抑制と滞納額の縮減を目指すとともに，奨学

金の原資としての寄付金について，市民・企業に対して周知を行い財源を確保

する。 
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  ・ 各課で作成している情報誌や図書館ホームページのバナー広告など，あら

ゆる機会を捉えた創意工夫による自主財源等の確保に引き続き努める。 
 

(3)  行財政改革の徹底 

  ・ 全ての事業について，十分なデータ等の収集・分析・予測を行い，根拠に基

づいて事業を推進するほか，事業の緊急性や重要性，費用対効果等を厳しく精

査し，「選択と集中」を図るとともに，デジタルの活用や既存の施策・事業の

「再構築・最適化」を徹底する。 

 

(4) スポーツ・文化行政に関する予算編成について 

  ・ まちづくりの幅広い分野等と連携を図り，本市におけるスポーツ・文化の有

する多面的価値を一層高めていくため，令和６年度からスポーツ・文化行政を

市長事務部局へ移管する。 

  ・ 令和６年度予算編成については，教育委員会事務局において行うが，事業の

実施にあたっては，「歴史文化基本構想」等に基づく文化活動環境の充実や，

「第２次スポーツ施設整備計画」に基づきスポーツ施設の改修・整備に計画的

かつ着実に取り組んでいくとともに，スポーツ・文化の持つ「地域の活性化」

や「にぎわいの創出」などの多面的価値をまちづくりと融合させ，新たな魅力

を創出することにより，各種施策事業との相乗効果をより一層高める。 

 

(5) 部局横断的な行政課題への対応について  

  ・ 各課における施策・事業の実施や検討にあたっては，関連性が高い部局それ

ぞれと十分に連携を図りながら，効果的・効率的な事業となるよう取り組んで

いく。 

  ・ スポーツ・文化行政において，学校教育と密接に関係する事業の実施にあた

っては，市長事務部局に移管後も教育現場等と連携・協働が引き続き必要であ

ることから，教育委員会事務局と十分に連携しながら事業を実施する。 
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